
資料１１－４

対応事業名等 内容
保育ニーズへの対応
通常保育
保育所定員枠の拡大
/求職中の保育ニー
ズへの対応/保育
サービス提供基盤の
整備のあり方

通常保育定員の拡大 公立保育所の運営の民間移管を行うとともに、私
立保育所の新設・分園や公設民営保育所の開設
を行うことにより、入所定員を拡大します。また、認
証保育所等も活用し、待機児ゼロを図ります。

多様な保育ニーズへの対応
時間延長保育 20時までの需要が19時までとほぼ同等であるた

め、現状の19時までの延長保育を20時までに拡
大します。需要に応じて弾力的な対応を図りま
す。

トワイライトステイ か所数を増やし利用しやすくするとともに、需要
増を見込み定員を拡大します。

働き方の見直し 女性の就業機会の拡大や出産後の円滑な職場
復帰、父母ともに子どもとゆっくり過ごせる時間の
確保など、就業環境の整備を関係機関及び事業
所に働きかけます。また、男性の家事、育児、介
護への参加を促すとともに、保育サービスや介護
支援を充実し、女性が働き続けるための環境整備
を行います。

病後児保育の充実と
利用しやすい仕組み
の検討

病後児保育 施設型については、病院併設施設を追加するとと
もに、利用時間帯等の利便性の向上を図ります。
派遣型については、地域住民による支援を含め、
実施を検討します。

一時保育 一時保育の定員を拡大し、在宅での子育て家庭
や求職中及び臨時雇用者の家庭等の一時的な
保育ニーズに対応します。また、市立保育所にお
いても、一時保育を実施し、緊急対応を強化しま
す。新たな子ども家庭支援センター「たっち」にお
いては、リフレッシュとしての一時保育も行いま
す。

母子手帳交付時の情
報提供

母子手帳交付時に、情報誌「子育てのたまて箱」
ほか様々な情報を提供します。

健診未受診者への支
援

郵便や電話、さらに保健師による訪問により未受
診者の状況を把握し、その後の支援につなげま
す。

妊産婦・新生児・乳幼
児訪問

健診時の状況等を踏まえ、育児上必要な事項に
ついて、家庭訪問により適切な指導を行うととも
に、疾病や異常の早期発見や治療等について助
言します。

保育サービスのあり
方

市立保育所の地域子
育て支援

在宅で子育てをしている家庭や地域の保護者等
の自主活動への支援として、保育所における子
育て相談や保育士による訪問事業を実施します。
また、園庭開放を拡大し、地域交流を支援しま
す。

中間のまとめに対応した事業等一覧（検討案　平成１６年１０月２６日現在）

時間延長ニーズへの
対応

中間のまとめ

一時保育・早期から
の在宅子育て支援の
充実
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対応事業名等 内容中間のまとめ
保育料の格差是正 認可保育所と認可外保育所における利用者負担

の格差を縮小するため、保育に欠ける児童が認
可外保育所に入所している場合の利用者負担額
の一部助成を検討します。

保育所と幼稚園の負
担のあり方

保育に欠ける児童に対する福祉サービスである
保育と教育サービスである幼稚園との負担のあり
方について、検討します。

学童クラブ
学童クラブのあり方 学童クラブ 多様な社会資源の活用をも含めた施設整備と運

営方法の見直しを行い、３年生までの全ての入会
希望児童の受入れに努めます。

０～２歳児の母親の孤立化を防ぐための親子交流の活性化
ひろば事業 新たな子ども家庭支援センター「たっち」において

ひろば事業を実施するとともに、児童館や学童ク
ラブ施設などを利用した子育てひろばポップコー
ン事業を市内全域で実施します。

自主活動の場 自治会と協力し、公会堂を利用した自主活動の
場づくりを図ります。運営には、地域の住民の協
力を仰ぎます。

児童館（就学前） 児童館を利用した就学前の児童とその保護者の
交流・活動を活性化するため、受入態勢を整備し
ます。

地域住民と新住民の
接点をつくる

日常的な活動におけ
るふれあい

自治会と協力し、公会堂を利用した自主活動の
場づくりを図ります。日常的なふれあいが、地域
行事等のコミュニティ参加へのきっかけとなること
を目指します。

小学生以上の子どもの居場所づくり
子どもの集まる場（＝
遊び場）の必要性/遊
び場としての児童館
のあり方の検討

児童館（小学生以上） 文化センター内施設としての位置付けを維持しつ
つ、児童サークル等を充実し、子どもの話し相手
や遊び相手となる指導員を増強します。運営に
は、地域の住民等の協力を仰ぎます。

学校・公園の利用 学校施設や公園を遊び場として利用するため、保
護者や地域住民による指導員を募集・育成しま
す。

たっち（夜間）の利用 新たな子ども家庭支援センター「たっち」の17時
以降を中高生の懇談・活動場所とします。また、
中高生自身による企画・活動組織を設け、「たっ
ち」以外の各種施設を利用した活動についても支
援します。

子どもふれあいボラン
ティア（中高生）

子どもとふれあう機会の提供と居場所の提供とを
兼ねて、子ども家庭支援センターや保育所で中
学生や高校生のボランティアを募集し受入れま
す。

小中高生対象講座 様々な興味を引き出し、より本格的な活動への
きっかけとして、小中学生や高校生を対象とした
講座等を充実します。

子どもが悩み等を相
談しやすい体制づくり

指導員 児童館及び「たっち」に子どもの相談相手となる
指導員を配置します。

子育てに関する情報提供の仕組みづくり
効果的な情報提供方
法の検討

広報ふちゅう 広報ふちゅうにおける子育て情報の特集ページ
や連載コーナーなどの掲載を検討します。

既存の施設を利用し
た中高生の居場所づ
くり

利用者負担のあり方

求められる親同士の
交流、親子の出会い
の場・仲間づくりと自
主活動への支援
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対応事業名等 内容中間のまとめ
一元的な情報集約・
情報提供の体制の構
築～新たな子ども家
庭支援センターにお
ける情報の集約

子ども家庭支援セン
ター「たっち」

新たな子ども家庭支援センター「たっち」を情報の
集約施設と位置付け、子育てに関する情報の収
集・提供を行います。

児童館（情報） 各児童館において、地域の住民の協力を得なが
ら、情報を収集・提供します。

インターネットの活用 NPOやボランティア団体と協力し、インターネット
による地域情報の収集･提供を検討します。

身近な地域における
情報提供窓口の設置
/将来的には身近な
地域で情報だけでは
なく相談もできる体制
の構築

児童館（相談） 各児童館において、地域の住民の協力を得なが
ら、情報を収集・提供します。また、児童館の体制
強化を図る中で、相談体制の充実を検討します。

子育て支援と母子保健の連携の強化
子ども家庭支援セン
ター「たっち」

新たな子ども家庭支援センター「たっち」を総合相
談施設と位置付け、母子保健も含め各種相談に
応じます。また、必要に応じ、個々の専門の相談
機関へとつなぎます。

子ども家庭支援セン
ター「たっち」専門相
談日

「たっち」において、定期的に、保健師や心理士
等による専門相談日を設けます。

ボランティアや民間組織との協働の仕組みづくり
地域人材の育成 子育てボランティア育

成講座
社会福祉協議会と協力して、活動しているボラン
ティア、またはボランティア希望者に対して、知識
や技能の習得のための講座を行い、地域におけ
るさまざまな活動への参加を促進します。

ボランティア等との協
働に当たっての方針
の明確化/NPOや民
間事業者等との協働
/住民やNPO等の活
動に対する行政の支
援

NPO・ボランティア等
との協働

子どもの育成活動への地域住民の参加を促進す
るよう、人材育成や活動場所等を支援します。ま
た、子育て支援の施策を実施するにあたり、積極
的に地域の住民や団体との協働を図ります。

地域の各種活動の
ネットワークづくり

子育て支援連絡会
（仮称）

子育てに関わる団体等による組織を設け、意見
交換や活動を行います。

地域情報を収集・提
供できる仕組みづくり

相談窓口の一元化
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